
 

 

 

 

 

広島県農業振興地域整備基本方針 

 

 

 

 

 

 

平成２１年６月 

広  島  県 



～ 目 次 ～ 

 

第１ 農用地等の確保に関する事項       …………  １ 

 

 

第２ 農業振興地域として指定することを相当とする地域の位置及 

  び規模に関する事項            …………  ６ 

 

第３ 農業生産の基盤の整備及び開発に関する事項 

                       …………  ８ 

 

 

第４ 農用地等の保全に関する事項       ………… １１ 

 

 

第５ 農業経営の規模の拡大及び農用地等又は農用地等とすること 

  が適当な土地の農業上の効率的かつ総合的な利用の促進に関す 

  る事項                  ………… １４ 

 

第６ 農業の近代化のための施設の整備に関する事項 

                       ………… ２６ 

 

 

第７ 農業を担うべき者の育成及び確保のための施設の整備に関す 

  る事項                  ………… ３６ 

 

第８ 第５に掲げる事項と相まって推進する農業従事者の安定的な 

  就業の促進に関する事項          ………… ３８ 

 

 

第９ 農業構造の改善を図ることを目的とする主として農業従事者 

  の良好な生活環境を確保するための施設の整備に関する事項 

                       ………… ４０ 

 



1 

第１ 農用地等の確保に関する事項 

 

 

１ 農用地等の確保の基本的考え方 

 

本県の農地面積は，平成１７年は６０，５００ｈａであったが，都市化に

伴う宅地等への転用及び耕作放棄地の発生増加等により毎年減少している。 

 近年の新鮮・安全・高品質な農畜産物に対する消費者ニーズに即するととも

に，本県食料自給率の向上を図るため，農業生産にとって最も基礎的な資源で

ある農用地等の確保は必要である。 

また，国土の保全，水源のかん養，自然環境の保全，良好な景観の形成等，

農業生産活動の実施により生ずるこれらの多面的機能が，将来にわたって適

切かつ十分発揮されるようにしなければならない。 

このため，国土の利用に関する基本構想を定めた国土利用計画（広島県計

画）を基本とし，県北部の高冷地から南部の沿岸・島しょ部に至る多様な立

地を活かし，担い手※中心の力強い農業構造の確立を進め，これら担い手を核

とした高齢農家･兼業農家等との連携システムを確立し， 需要動向に即した

生産振興対策，生産効率を上げるための農用地の効率的利用等の促進を図る

必要がある。 

農業振興地域の農用地区域内農地面積（耕作放棄地を除く。）は平成１７年

度末現在（平成１８年３月３１日）５４，７００ｈａであるが，農業振興地

域の整備に関する法律（昭和４４年法律第５８号，以下「農振法」という。）

の適正な運用，諸施策の推進等を通じた農用地等の確保のための取組の推進

により，平成２７年度の農地面積は５４，２００ｈａと見込んでいる。 

※担い手とは，法人経営（集落農場型農業生産法人，農業外企業，一般法人（その
他の法人）及び企業的個別経営体（農業所得 500 万円以上の個別経営）をいう。 

 

２ 農用地等の確保のための施策の推進 

 

(1) 農地の保全・有効利用 

 

農業振興地域制度及び農地転用許可制度の適正な運用による優良農地の

確保を基に，農業生産基盤の整備等による農業生産環境の高度効率化，農

業振興施策の重点的かつ集中的な実施等による安定的な経営体への農地の

集積を図ることにより，既存の耕作放棄地の解消及び耕作放棄地の発生防

止に努め，農地の保全・有効利用を促進する。 
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特に，農業生産条件の不利性を補正する中山間地域等直接支払制度の活

用，農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第６条第１項の

規定に基づく農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想に定めた遊

休農地の農業上の利用の増進に関する施策の実施等により，耕作放棄地の

発生防止・解消を推進する。 

 

(2) 農業生産基盤等の整備 

 

確保すべき農用地の範囲を明確にし，産業として自立できる持続可能な

農業生産の確立に向け，農業の構造改革の推進に必要な農業生産基盤の整

備を地域特性に応じて行う。 

土地利用型農業を志向する地域では，集落農場型農業生産法人（以下「集

落法人」という。）を核とした効率的な営農体系の構築のための農業生産基

盤の整備，施設型農業を志向する地域では企業的個別経営体及び農業外企

業参入を核とした販売競争力のある産地づくりのための農業生産基盤の整

備，集落環境整備が必要な地域では農業生産基盤の整備と一体的に災害防

止対策，鳥獣害防止対策，棚田保全対策等の生活環境整備を行う。 

その際，現状が農用地区域外の土地であっても，当該土地を含めて整備

を行うことが適当と認められるものについては，当該土地を積極的に農用

地区域に編入する。 

 

(3) 非農業的土地需要への対応 

 

農用地区域内の農用地については，将来にわたり確保すべきものであり，

原則，農用地区域から除外は行わない。 

やむを得ず農用地以外の用途に供する場合は，農振法第１３条第２項の

規定に基づく要件を全て満たすことを基本とするとともに，市町の振興に

関する計画及び都市計画等他の土地利用計画との調整を図り，計画的な土

地利用の確保に努める。 

また，市町の定める農業振興地域整備計画（以下「市町整備計画」とい

う。）については，計画的な実施が重要であり，その変更は，農振法第１２条

の２に規定する基礎調査等に基づいて原則行う。 

 

(4) 公用公共用施設の整備との調整 

 

国及び地方公共団体が農用地区域内にある土地を公用公共用施設の用に
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供するため，農用地利用計画の変更が必要となる場合には，農用地利用計

画の尊重と農用地区域内における土地の農業上の利用の確保という農振法

第１６条に規定される国及び地方公共団体の責務にかんがみ，農振法第

１３条第２項に規定する農用地区域の変更の要件を満たすよう努める。 

 

(5) 交換分合制度の活用 

 

農振法第１３条の２の交換分合は，市町における農業振興地域内にある

土地の農業上の利用と他の利用との調整に留意し，農業振興地域内におい

て農用地として利用すべき土地の農業上の利用を確保するとともに，農業

振興地域内における農用地の集団化その他農業経営の基盤強化に資するこ

とを目的として行うものである。 

農用地区域内の土地の農業上の利用を確保するため，農用地利用計画の

変更を行うに当たっては，当該変更に係る土地の所有者，その土地に関し

権利を有する者等の意向を踏まえ，この交換分合制度を活用する。 

 

(6) 推進体制の確立 

 

農業振興地域整備基本方針の策定・変更，市町整備計画の策定・変更に

当たっては，地域の振興に関する計画との調和等制度の適正かつ円滑な運

用を図ることとする。 

このため，関係部局間の連絡調整体制を整備するとともに，県において

は，関係市町及び県農林業団体・商工会議所などの学識経験を有する者，

市町においては関係農業団体，商工会，市町の関係団体及び地域住民から

必要に応じて幅広い意見を求める。 

 

(7) 農業振興地域整備計画の策定・変更手続 

 

市町整備計画の策定・変更に当たっては，市町整備計画案を策定・変更

する理由を付して縦覧し，地域住民から意見書を提出する機会を付与する

ことにより手続の公平性・透明性の向上を図り，地域の合意の下で各種農

業振興施策を計画的かつ円滑に推進する。 

 

３ 農業上の土地利用の基本的な方向 

 

(1) 南部地帯 



4 

 

本地帯は，瀬戸内海を中心とした県の南部一帯であり，また，本県経済

の拠点である広島都市圏及び備後都市圏の都市地域とその後背地及び瀬戸

内海の島しょ部を包含する地域であり，総面積は県土の４８％を占める。 

気候は沿岸部及び島しょ部の温暖少雨な地域から冷涼で積雪もある内陸

部まで多様である。平野部では都市化の進展により耕地が減少し，都市地

域の後背地及び島しょ部において厳しい条件の下で農業が展開されており，

農家一戸当たりの経営耕地面積は狭い。 

都市地域及びその後背地に位置する地域の農業的土地利用は，県内の大

消費地に隣接する有利性を活かし，需要の大きい野菜，花き及び酪農の産

地形成を図り，地域内の農用地の効率的利用に努める。 

また，島しょ部は，渡架橋の整備等により改善された交通輸送網を活か

し，集約型野菜又はかんきつなどの園芸作物を中心に産地形成を進める。 

この地帯に含まれるほとんどの市町は，都市計画法（昭和４３年法律第

１００号）に基づく都市計画区域を設定しており，農業振興地域と都市的

土地利用との調和を図ることが必要である。また，瀬戸内海国立公園区域

が設定されていることから，自然環境保全との調和にも配慮する必要があ

る。 

このため，農業振興地域は，都市計画法に基づき設定された都市計画区

域内の市街化区域及び用途地域並びに森林地帯での林業的利用との調和に

配慮しつつ，広島都市圏及び備後都市圏の後背地一帯並びに賀茂台地一帯，

島しょ部，沼隈半島の農用地，混牧林地等について指定する。 

 

(2) 中北部地帯 

 

本地帯は，北を西中国山地に接する県の中北部一帯であり，総面積は県

土の５２％を占める。気候は冷涼多雨であり，山間部では豪雪地帯となる。 

耕地は芸北高原，世羅台地，三次盆地，神石高原等のなだらかな地域を

主体として農業が展開されており，農家一戸当たりの経営耕地面積は比較

的大きい。 

本地帯は，主要な農業地域を包含しており，担い手による農業生産体制

が確立された地域と高齢・兼業農家主体で農業生産の縮小が加速する地域

の二極化が顕在化しつつある。 

今後，担い手の育成及び生産組織活動の積極的な推進により，将来にわ

たって本県農業の中核的な地位を占めるものと期待される地帯である。 

本地帯の農業生産は，土地利用型農業が中心であり，需給の動向に即応
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した生産体制に再編成するとともに都市近郊に立地していた酪農，野菜等

の立地移動を受け入れつつ，酪農，肉用牛，水稲のほか一部の地域で露地

野菜等の立地条件に適応した主産地形成の進展が見込まれることから，農

用地の効率的利用に努める。 

また，林業的色彩の強い地域については，特用林産物のほか，杉・檜等

の人工造林が進展しており，集約的林業と農業との複合的発展が見込まれ

るため，林地における肉用牛等の放牧と採草利用など有効な土地利用の促

進を通じて，飼養頭数の拡大を図る必要がある。 

このため，農業振興地域は，都市計画法に基づき設定された都市計画区

域内の用途地域及び森林地帯での林業的土地利用との調和に配慮しつつ，

世羅台地，太田川及び江の川流域，神石高原，芸北高原及び西部山間地域

に存在する農用地，放牧可能な林地等について指定するともに，比婆道後

帝釈国定公園及び西中国山地国定公園など自然環境保全との調和に配慮し，

農業上の土地利用を図る。 
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第２ 農業振興地域として指定することを相当とする地域の位置及 

  び規模に関する事項 

 

（指定予定地域） 

農業地帯

名 

指定予定地域

名 
指定予定地域の範囲 指定予定地域の規模 

備

考

広 島 地 域 

（ 広 島 市 ） 

広島市安芸区阿戸町，佐伯区五

日市町及び湯来町，安佐南区沼

田町旧戸山村，安佐北区白木

町，上深川町，小河原町，狩留

家町，可部町，安佐町のうち，

都市計画法の市街化区域及び

規模の大きな森林等を除いた

区域 

総面積  31,278ha 

(農用地面積 2,539ha)

 

呉 地 域 

（ 呉 市 ） 

呉市のうち，都市計画法の市街

化区域，都市計画法に基づく都

市計画区域内の用途地域及び

規模の大きな森林等を除いた

区域 

総面積  18,003ha 

(農用地面積 4,327ha)

 

竹 原 地 域 

（ 竹 原 市 ） 

竹原市のうち，都市計画法に基

づく都市計画区域内の用途地

域及び規模の大きな森林等を

除いた区域 

総面積  10,386ha 

(農用地面積    746ha)

 

三 原 地 域 

（ 三 原 市 ） 

三原市のうち，都市計画法の市

街化区域，都市計画区域内の用

途地域及び規模の大きな森林

等を除いた区域 

総面積  36,773ha 

(農用地面積  6,029ha)

 

尾 道 地 域 

（ 尾 道 市 ） 

尾道市のうち，都市計画法の市

街化区域，都市計画区域内の用

途地域及び規模の大きな森林

等を除いた区域 

総面積  24,186ha 

(農用地面積 6,454ha)

 

福 山 地 域 

（ 福 山 市 ） 

福山市のうち，都市計画法の市

街化区域及び規模の大きな森

林等を除いた区域 

総面積  36,999ha 

(農用地面積 5,269ha)

 

 

 

南 部    

地 帯    

大 竹 地 域 

（ 大 竹 市 ） 

大竹市のうち，都市計画法の市

街化区域及び規模の大きな森

林等を除いた区域 

総面積  2,393ha 

(農用地面積   213ha)

 

東 広 島 地 域 

（東広島市） 

東広島市のうち，都市計画法の

市街化区域，都市計画区域内の

用途地域及び規模の大きな森

林等を除いた区域 

総面積  47,499ha 

（農用地面積 9,599ha）

 

 

 

廿 日 市 地 域 

（廿日市市） 

廿日市市旧原村，旧佐伯町及び

旧吉和村のうち，都市計画法に

基づく都市計画区域内の用途

地域及び規模の大きな森林等

を除いた区域 

総面積  21,854ha 

(農用地面積  841ha)
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江 田 島 地 域 

（江田島市） 

江田島市のうち，都市計画法に

基づく都市計画区域内の用途

地域，防衛施設用地及び規模の

大きな森林等を除いた区域 

総面積  5,517ha 

(農用地面積 2,344ha)

 

熊 野 地 域 

（ 熊 野 町 ） 

熊野町のうち，都市計画法の市

街化区域及び規模の大きな森

林等を除いた区域 

総面積  2,009ha 

(農用地面積  215ha)

 

大崎上島地域

（大崎上島町） 

大崎上島町のうち，港湾法の臨

港地区及び規模の大きな森林

等を除いた区域 

総面積  4,049ha 

(農用地面積 1,409ha)

 

地帯計 １ ２ 地 域 
 総面積  240,946ha 

(農用地面積 39,985ha)

 

府 中 地 域 

（ 府 中 市 ） 

府中市のうち，都市計画法の市

街化区域，都市計画区域内の用

途地域及び規模の大きな森林

等を除いた区域 

総面積  16,369ha 

(農用地面積 1,816ha)

  

 

中北部    

地 帯    

三 次 地 域 

（ 三 次 市 ） 

三次市のうち，都市計画法に基

づく都市計画区域内の用途地

域及び規模の大きな森林等を

除いた区域 

総面積  71,202ha 

(農用地面積 7,996ha)

 

庄 原 地 域 

（ 庄 原 市 ） 

庄原市のうち，都市計画法に基

づく都市計画区域内の用途地

域及び規模の大きな森林等を

除いた区域 

総面積  109,639ha 

(農用地面積 8,450ha)

 

安芸高田地域 

（安芸高田市） 

安芸高田市のうち，都市計画法

に基づく都市計画区域内の用

途地域及び規模の大きな森林

等を除いた区域 

総面積  41,907ha 

(農用地面積 5,054ha)

 

安芸太田地域 

（安芸太田町） 

安芸太田町のうち，規模の大き

な森林等を除いた区域 

総面積  20,136ha 

(農用地面積   941ha)

 

北 広 島 地 域 

（北広島町） 

北広島町のうち，都市計画法に

基づく都市計画区域内の用途

地域及び規模の大きな森林等

を除いた区域 

総面積  45,306ha 

(農用地面積 4,529ha)

 

世 羅 地 域 

（ 世 羅 町 ） 

世羅町のうち，都市計画法に基

づく都市計画区域内の用途地

域を除いた区域 

総面積  27,586ha 

(農用地面積 4,208ha)

 

 

神石高原地域 

（神石高原町） 

神石高原町のうち，規模の大き

な森林等を除いた区域 

総面積  33,811ha 

(農用地面積 3,550ha)

 

地帯計 ８ 地 域 
 総面積  365,956ha 

(農用地面積 36,544ha)

 

県 計 ２ ０ 地 域 
 総面積  606,902ha 

(農用地面積 76,529ha)

 

（農用地面積は平成１９年１２月１日現在） 
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第３ 農業生産の基盤の整備及び開発に関する事項 

 

 

１ 農業生産基盤の整備及び開発の方向 

 

農業従事者の急激な減少及び高齢化並びに耕作放棄地の増大が深刻である

農村地域の現状を踏まえ，産業として自立できる持続可能な農業の確立に向

け，担い手の育成・確保など，農業構造の改革の推進に必要な農業生産基盤

の整備を地域の特性に応じて，環境との調和及び生物多様性の保全に配慮し

つつ推進する。 

 

ア 原則として農用地区域を対象に実施 

 

ほ場整備，かんがい排水施設整備など力強い農業構造の確立を支える

生産基盤対策に重点を置き，着実な整備を図る。 

農業農村資源を守り活用するため，既存の農業水利施設，農道など更

新期を迎える土地改良施設においては，適期的確な評価・診断，劣化予

測，これらに基づく補修など計画的・効率的な管理による施設の長寿命

化を図り，維持管理を含めたトータルコストを低減するストックマネー

ジメントにより安定的な農業経営の継続を図る。 

また，これらと併せ農村地域における快適な生活空間を創出するため，

農業の安定経営に必要な災害防止対策と，安全･安心で快適な生活環境整

備を地域の実情に即して推進する。 

 

イ 本県の農業の特性を踏まえた農業生産基盤整備の推進 

 

沿岸島しょ部から中国山地まで，それぞれの気象条件と立地を活かし

た，多種多様な生産活動に応じた，農業生産基盤の整備を推進する。 

 

２ 農業地帯別の構想 

 

(1) 南部地帯 

 

集約型野菜又はかんきつを中心とした島しょ部・沿岸地域では，担い手

中心の農業構造への転換を図るため，小規模分散した農用地の集積に必要

なほ場整備及び農用地造成並びに農用地を効率的に結ぶ連絡農道及び園内
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農道の整備により，低コスト・省力化，農用地の流動化及び高品質化を推

進する。 

また，恒常的な農業用水不足を解消するため，農業用水の安定的確保及

びかんがい排水施設の整備・維持補修を進めるとともに，基幹的な農道の

整備により，広域農業施設を核とした，かんきつの集荷及び生産資材の搬

入の効率化を推進する。 

 さらに，生産条件に恵まれない畑及び棚田を緩傾斜の里山と一体的に活

用し，牧草地又は放牧地としての利用を促進するため，自給飼料基盤の整

備を推進する。 

 

(2) 中北部地帯 

 

集落法人を核とした効率的な土地利用型農業の再構築を基本に，農業外

企業参入及び企業的個別経営体を核とした販売競争力のある施設型農業の

産地づくりなどを総合的に取組むため，ほ場整備，農業用排水施設整備な

ど農業生産基盤の整備を推進し，農用地の集積，低コスト化及び園芸作物

への転換を図る。 

また，これら担い手の経営の高度化の実現に向け，かんがい排水施設，

暗渠排水，客土等の整備により，園芸作物導入を促進する。 

さらに，生産条件に恵まれない畑及び棚田を緩傾斜の里山と一体的に活

用し，牧草地又は放牧地としての利用を促進するため，自給飼料基盤の整

備を推進する。 

 

３ 広域整備の構想 

 

 広域的な農業生産基盤の整備については，地域の実情，経済的条件等から，

より効果的なものについて，ほ場条件の整備，農道の整備等を推進する。 

 

(1) ほ場整備 

 

ほ場整備による小規模で零細な農地の面的集積により，集落法人を核と

した効率的な土地利用型農業の再構築並びに一般法人及び企業的個別経営

体を核とした競争力のある施設型農業の産地づくりを推進する。 

 

(2) 農道の整備 
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ア 果樹，野菜，米，酪農等の主産地の形成を図るとともに，農道の整備

により，各産地間の広域連携を強め，生産団地の広域化，農産物の品質

の統一及び計画的な出荷体制の確立を図る。 

 

イ かんきつを主体とした島しょ部については，生産団地間及び生産団地

と選果場・加工施設などの施設を結ぶ農道の整備により，消費者ニーズ

に対応しうる安定供給体制の確立を図る。 
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第４ 農用地等の保全に関する事項 

 

 

１ 農用地等の保全の方向 

 

(1) 農用地等の保全の必要性 

 

農用地等は，食料等の農産物の供給の基盤であることはもちろんのこと，

県土の保全，水源のかん養，自然環境の保全，景観の維持など農業生産活

動が行われることにより生ずる多面的機能が発揮される基盤でもあること

から，これらの農用地等のもつ機能を良好に保全していくことは重要であ

る。 

また，土地利用の観点からも，市街地の無秩序な拡大を防止し，自然環

境を保全する重要な役割を担っている。 

農村地域，とりわけ中山間地域においては，農業従事者の急激な減少及

び高齢化により農用地等の保全管理といった集落機能の低下が深刻化して

おり，耕作放棄地の発生の増加のほか，多面的機能が十分発揮されないこ

とによる災害発生の危険性が懸念され，農用地等の保全のための対策が早

急に求められている。 

 

(2) 農用地等の保全の基本的方向 

 

中山間地域等直接支払制度等を活用するとともに，集落法人の設立を促

進し，農業生産活動の体制整備と継続的な実施により耕作放棄地の発生防

止・解消に努める。 

なお，農業生産基盤の整備に当たっては，保全すべき農用地の範囲を明

確にし，地域特性に応じた農業生産基盤の整備を行なうことで，集落法人

の持続的な農業生産活動を支援する。 

また，集落機能の低下により農用地及び農業用水等の地域資源の適切な

保全管理が困難となっている地域においては，農業者だけでなく地域住民

も含めた多様な主体の参画による保全管理を進める。 

 

２ 農用地等の保全のための事業 

 

(1) 農用地等の崩壊を防止するための防災施設整備等の事業 
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農業生産の維持及び県土保全に資するため，ため池の整備，地すべり防

止対策等により，農用地・土地改良施設等の災害の未然防止及び機能回復

を図る。 

また，棚田を始め，畑及び樹園地の多くが急傾斜地にあり，土壌侵食，

崩壊等の危険性が高いため，これら農地の保全を推進する。 

 

 (2) ほ場整備等による耕作放棄地の解消 

 

耕作放棄地は，周囲の優良農地に悪影響を及ぼすだけでなく，多面的機

能の発揮をも阻害することから，ほ場整備等により周辺農地と一体的に整

備し，担い手への農地の集積を図る。 

 

 

３ 農用地等の保全のための活動 

 

(1) 耕作放棄地の発生防止に向けた取組みへの支援 

 

耕作放棄地は，農業従事者の急激な減少及び高齢化により年々増大する

傾向にあり，食料の安定供給のための農用地の確保という観点から，その

発生防止及び解消は極めて重要な課題である。 

そのため，中山間地域等直接支払制度，農地・水・環境保全向上対策等

各種事業を活用し，耕作放棄地の発生防止，さらには既存耕作放棄地の解

消を促進することにより，適切な農業生産活動等と農用地の保全管理を図

る。 

 

(2) 担い手への農用地集積の促進 

 

耕作放棄地の増大が懸念される中で，優良な農用地を有効に活用し農業

生産の拡大を図っていくため，担い手への農用地集積を促進し，担い手が

農業生産の相当部分を担う農業構造の確立を進める。 

 

(3) 基金造成及び集落協定に基づく棚田等の持続的な保全活動 

 

県内に広く分布している棚田等は，山間地の立地を活かした特色ある農

業生産の場であるとともに，その農業生産活動を通じて県土及び環境の保

全，水源のかん養，農山村の美しい風景の形成等の多面的機能が発揮され
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る場として，周辺地域の農業の展開及び農山村の活性化を図る上から重要

な役割を果たしている。 

しかしながら，農業従事者の急激な減少及び高齢化に伴い，耕作放棄地

の増大及び農業生産活動を通じて生ずる多面的機能の低下により，災害の

誘発する危険性など周辺農用地をも含む悪影響が懸念される。 

このような状況の中で，中山間地域等直接支払制度，農地・水・環境保

全向上対策等を活用し，農用地の流動化及び耕作放棄地の発生防止，さら

には既存の耕作放棄地の解消により，棚田等の保全に努める。 
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第５ 農業経営の規模の拡大及び農用地等又は農用地等とすること 

  が適当な土地の農業上の効率的かつ総合的な利用の促進に関す 

  る事項 

 

 

１ 農業経営の規模の拡大及び農用地等又は農用地等とすることが適当な土地 

の農業上の効率的かつ総合的な利用の促進の方向 

 

本県の農業は，多様な自然条件と恵まれた市場条件の下で，多様な農産物

を生産し，地域の基幹的産業の一つとして重要な位置を占めてきた。 

しかしながら，農山村地域の過疎化に伴い，農家戸数，農業従事者は減少

し，若い後継者の参入も極めて少なく，高齢化が進行している。 

今後は，昭和一桁世代のリタイアに伴う基幹的農業従事者の減少と耕作放

棄地の発生増加が予想されること，本県の農業経営規模が全国に比べ零細な

状況にあることなどから，市場原理の導入等に対応しうる農業構造の確立が

急務となっている。 

このような課題に対処し，農山村地域の基幹産業である農業の活性化を図

るためには，担い手を加速度的に育成し，担い手が中心となった農業構造へ

の転換を進めるとともに，地域内の農家，生産組織及び関係機関が互いに機

能分担又は補完，連携を図り，地域の実情に即した効率的生産システムを構

築し，生産性の高い地域農業を確立することが重要であり，そのための各種

施策を総合的に展開する必要がある。 

なかでも地域農業を支える担い手については，収益性の高い効率的かつ安

定的な農業経営体として育成するとともに，農業が職業として選択し得る魅

力とやりがいのあるものとなるよう，施策を重点的かつ集中的に実施してい

くことが重要である。 

このため，効率的かつ安定的な農業経営の目標の実現に向けて，農業経営

の改善を計画的に進めようとする担い手に対し農用地の利用集積，経営管理

の合理化，その他農業経営基盤を強化するための措置を総合的に推進する必

要がある。 

また，地域農業を支える担い手の確保・育成が困難である地域については，

近隣地域の担い手への農用地の利用集積を促進して，農業経営基盤の強化を

図るなど，地域の実情に即し，地域農業の維持・発展のために必要な仕組み

づくりを構築する。 

 

(1) 育成すべき農業経営 
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ア 効率的かつ安定的な農業経営の育成 

 

農業経営において他産業従事者と均衡する年間総労働時間（主たる従

事者当たり２，０００時間以内）及び年間農業所得（１戸当たりの年間

農業所得５００万円以上）の水準を確保することができるような効率的

かつ安定的な農業経営体（一般法人・企業的個別経営体）を認定農業者

制度の活用等により育成し，これら農業経営体が地域における農業生産

の相当部分を担うような農業構造の確立を目指す。 

なお，本県農業の中心となる高付加価値型農業については，収益性の

高い施設園芸，畜産など高収益作物の導入及びその産地形成を積極的に

推進する。 

また，経営改善の進捗状況に応じ，計画的な高生産性機械施設の導入

を推進する。 

 

イ 集落法人の育成 

 

土地利用型農業については，これまでの家族経営を対象とした農用地

流動化対策では，低コスト化・規模拡大に一定の限界があることから，

本県が力を注いで育成してきた地域農業集団の集落営農機能の積極的活

用により，集落ぐるみで農用地の集団化を推進し，集落法人の育成を重

点的に推進する。 

 

ウ 地域の実情に即した多様な農業経営体の育成 

 

ア及びイを基本としつつ，地域の実態に応じ，担い手を核とした高齢

農家･兼業農家等との連携システムの確立や担い手を補完するものとし

て生産組織の育成を図る。 

また，担い手の育成が困難な地域においては，経営ノウハウ，資本力

等を持つ農業外企業の農業参入を促進する。 

 

(2) 農業経営の規模拡大及び農用地等の効率的かつ総合的な利用の促進に 

関する取り組み 

 

ア 農用地の利用集積の推進 
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県内のほ場整備率は要ほ場整備水田面積の９０％を超えたが，担い手

への農用地利用集積は十分に進んでいないため，農用地利用改善事業を

活用しながら，地域における話し合いによる合意形成を促しつつ，利用

権設定等促進事業，農地保有合理化事業等を活用して，集落法人，一般

法人及び企業的個別経営体への農用地利用集積を進め，担い手を中心と

した効率的な営農体系の構築を推進する。 

 

イ 農用地の効率的な利用の促進（耕作放棄地の活用，耕地利用率の向上） 

 

農業経営の基盤の強化に資するものとなるよう，アの取組みを基本と

し，これらの取組みによってもなお集落法人，一般法人及び企業的個別

経営体の確保が難しく，耕地利用率の向上又は耕作放棄地の活用が進ま

ない地域においては，特定法人貸付事業を積極的に活用し，農業への新

規参入の促進及び農用地の有効利用の確保を図る。 

 

ウ 市町又は農業協同組合による農地保有合理化法人の育成 

 

市町整備計画及び農業経営基盤強化基本構想に基づき，地域が主体と

なって積極的に地権者及び担い手に働き掛けて，農用地の利用集積を進

めるため，農地保有合理化事業が特に必要とされている地域において市

町又は農業協同組合による農地保有合理化法人の設立を推進する。 
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２ 農業地帯別の構想 

 

（主な地域類型） 

 

ア 南部地帯 

 

(ｱ) 個別経営体・法人経営体（集落法人を除く） 

経営類型 経営規模 生産方式 

水稲＋大豆 〈作付面積等〉 

 水稲       ６ｈａ 

 大豆       ４ｈａ 

 作業受託    １９ｈａ 

（耕起１５ｈａ，刈取４ｈａ） 

〈資本装備〉 

トラクター，田植機，コンバイン，育

苗器，動力噴霧機，トラック，播種機，

ビーンハーベスタ 

〈その他〉 

・機械の効率的利用が可能な水稲品種

の構成を選択。 

水稲＋野菜 

（トマト） 

〈作付面積等〉 

 水稲        ２ｈａ 

 トマト     ０．５ｈａ 

〈資本装備〉 

ハウス，かん水施設，動力噴霧機，ト

ラクター，トップカー，カッター，ポ

ンプ 

〈その他〉 

・田植機は共同利用，トマトは雨よけ

ハウス 

野菜専作 

（ほうれんそう） 

〈作付面積等〉 

 ほうれんそう  ０．６ｈａ 

〈資本装備〉 

ハウス，トラクター，予冷庫，動力噴

霧機，土壌消毒機，播種機 

〈その他〉 

・ハウスの排水対策の徹底 

・土づくり（土壌診断にもとづいた施

肥，完熟堆肥の施用） 

野菜専作 

（アスパラガス） 

〈作付面積等〉 

 アスパラガス  １．０ｈａ 

 （収穫面積  ０．８ｈａ） 

〈資本装備〉 

かん水施設，動力噴霧機，管理機，ロ

ボット防除機 

〈その他〉 

・土づくりによる生産安定 

・プラグ苗を購入，収穫は 2年目以降

野菜専作 

（葉ねぎ・土耕） 

〈作付面積等〉 

 葉ねぎ     ０．５ｈａ 

〈資本装備〉 

予冷施設，トンネル栽培用ハウス，か

ん水防除施設，トラクター，動力噴霧

機，皮むき機，結束機 

〈その他〉 

・１作６ａで１０日ごとの播種，雇用

労働力を利用した周年出荷 
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野菜専作 

（葉ねぎ・水耕） 

〈作付面積等〉 

 葉ねぎ     ０．４ｈａ 

〈資本装備〉 

予冷施設，水耕栽培用ハウス，暖房機

（温風式），皮むき機，結束機 

〈その他〉 

・オアシス培地育苗による栽培期間の

短縮 

野菜専作 

（促成トマト） 

 

〈作付面積等〉 

 促成トマト  ０．２５ｈａ 

 枝豆     ０．２５ｈａ 

 ダイコン   ０．２５ｈａ

〈資本装備〉 

ハウス，かん水施設，動力噴霧機，ト

ラクター，管理機，トップカー，カッ

ター，ポンプ 

〈その他〉 

・対抗植物を活用した環境保全型の栽

培方式 

・労働配分のため，枝豆，ダイコンを

導入 

野菜専作 

（促成きゅうり） 

 

〈作付面積等〉 

 半促成きゅうり ０．１ｈａ 

 促成きゅうり  ０．２ｈａ 

 なす（夏秋）  ０．２ｈａ 

 水稲      ０．４ｈａ 

〈資本装備〉 

ハウス，電気温床，動力噴霧機，トラ

クター，管理機，暖房機（温風式），ポ

ンプ 

〈その他〉 

・半促成と促成を組み合わせた加温栽

培 

野菜専作 

（いちご） 

 

〈作付面積等〉 

 いちご    ０．２５ｈａ 

 いちご苗   ０．１０ｈａ

〈資本装備〉 

ハウス，育苗用ハウス，トラクター，

暖房機(温風式)，動力噴霧機，かん水

施設 

〈その他〉 

・育苗中の病虫害対策の徹底 

花き専作 

（花壇苗） 

〈作付面積等〉 

 花壇苗      ２０万鉢 

 （パンジー１３万鉢， 

       その他７万鉢） 

〈資本装備〉 

ハウス，ベンチ，トラック，バックホ

ー，電熱線施設，底面給水施設，冷蔵

庫，加温機４台 

花き専作 

（バラ） 

〈作付面積等〉 

 バラ      ０．３ｈａ 

〈資本装備〉 

ハウス，ロックウール栽培施設，暖房

機，冷蔵庫，換気扇，選花機，トラッ

ク，トラクター 

〈その他〉 

・ロックウール周年栽培，５年で更新

花き専作 

（きく） 

〈作付面積等〉 

 施設きく    ０．５ｈａ 

〈資本装備〉 

ハウス，暖房機，トラクター，耕耘機，

動力噴霧機，ポンプ，選花機，結束機，

電照設備 

〈その他〉 

・ハウス５棟による周年栽培 
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花き専作 

（トルコギキョウ）

〈作付面積等〉 

 トルコギキョウ０．３６ｈａ 

 ストック   ０．２４ｈａ 

〈資本装備〉 

ハウス，動力噴霧機，ミストかん水施

設，暖房機（温風），冷蔵庫，トラック，

冷房育苗施設 

〈その他〉 

・電熱温床育苗と種子冷蔵及びハウス

５棟による周年出荷 

果樹専作 

（温州みかん 

主体） 

〈作付面積等〉 

 極早生温州   ０．７ｈａ 

 早生温州    １．０ｈａ 

 普通温州    ０．３ｈａ 

 レモン     ０．２ｈａ 

 清見      ０．３ｈａ 

〈資本装備〉 

貯蔵庫，追熟予措施設，貯水槽，薬剤

混合槽，かん水施設，動力噴霧機，モ

ノラック 

〈その他〉 

・土壌管理，土壌水分管理，整枝剪定

果樹専作 

（中晩柑主体） 

〈作付面積等〉 

 極早生温州   ０．３ｈａ 

 早生温州    ０．５ｈａ 

 ネーブル    ０．６ｈａ 

 八朔      ０．２ｈａ 

 清見      ０．５ｈａ 

 レモン     ０．４ｈａ 

〈資本装備〉 

貯蔵庫，追熟予措施設，貯水槽，薬剤

混合槽，かん水施設，動力噴霧機，モ

ノラック 

〈その他〉 

・土壌管理，土壌水分管理，整枝剪定

果樹専作 

（施設栽培主体） 

〈作付面積等〉 

 普通温州    ０．２ｈａ 

 早生温州    ０．５ｈａ 

 ハウスみかん  ０．３ｈａ 

 はっさく    ０．２ｈａ 

〈資本装備〉 

ハウス，追熟予措施設，貯水槽，薬剤

混合槽，定置配管施設，動力噴霧機，

モノラック 

〈その他〉 

・土壌管理，土壌水分管理，ハウスの

温度管理，整枝剪定 

果樹専作 

（ぶどう） 

〈作付面積等〉 

 ピオーネ(ハウス)０．２ｈａ 

    (トンネル)０．６ｈａ 

〈資本装備〉 

果樹棚，ハウス，暖房機（温風），トン

ネルメッシュ，かん水施設，防風網，

スピードスプレイヤー，トラクター，

バックホー 

〈その他〉 

・ピオーネのハウス，トンネル栽培 

畜産専作 

（酪農） 

〈飼養頭数〉 

 経産牛       ３０頭 

 育成牛        ７頭 

 子牛         ７頭 

〈資本装備〉 

成牛舎，育成舎，堆肥舎，バルククー

ラー 

〈その他〉 

・基幹的労働２人 

畜産専作 

（和牛繁殖） 

〈飼養頭数〉 

 繁殖雌牛      ３０頭 

 育成牛        ４頭 

 子牛        ２９頭 

〈資本装備〉 

牛舎，堆肥舎，トラクター，放牧施設

（電気牧柵），フロントローダー 

〈その他〉 

・飼料イネは全量外部依存 
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畜産専作 

（養豚） 

〈飼養頭数〉 

 種雌豚       ５０頭 

 種雄豚        ４頭 

 種豚候補豚     １５頭 

 肥育豚      ９９０頭 

〈資本装備〉 

・豚舎，運動場，糞尿処理施設，スキ

ッドステアローダー，除糞機，飼料ホ

ッパー，豚衡器，自動給餌機 

〈その他〉 

・繁殖肥育一貫経営 

 

(ｲ) 集落法人 

経営類型 経営規模 生産方式 

水稲+大豆 

+野菜 

（ばれいしょ） 

〈作付面積等〉 

 水稲       ２４ｈａ 

 大豆       １１ｈａ 

 ばれいしょ    １０ｈａ 

（資本装備） 

トラクター，乗用田植機，自脱型コン

バイン，大豆コンバイン，水稲育苗施

設，乗用管理機，植え付け機，掘り取

り機，出荷調製施設 

〈その他〉 

・土地利用型作物の組合わせによる農

用地の有効活用 

・大豆の乾燥調製は外部委託 

・オペレータ作業は 2,976 時間程度 

水稲＋大豆 〈作付面積等〉 

 水稲       ４８ｈａ 

 大豆       ３２ｈａ 

 

〈資本装備〉 

トラクター，乗用田植機，自脱型コン

バイン，大豆コンバイン，水稲育苗施

設，乗用管理機 

〈その他〉 

・水稲，大豆の乾燥調製は外部委託 

・無人ヘリを利用した防除を外部委託

・オペレータ作業は 2,594 時間程度 

水稲+大豆 

+野菜 

（キャベツ， 

広島菜） 

〈作付面積等〉 

 水稲       ２４ｈａ 

 大豆        ８ｈａ 

 キャベツ      ５ｈａ 

 広島菜       ３ｈａ 

〈資本装備〉 

トラクター，乗用田植機，自脱型コン

バイン，大豆コンバイン，水稲育苗施

設，乗用管理機，移植機，畝立て機 

〈その他〉 

・キャベツはセル苗を直接定植 

・大豆の乾燥調製は外部委託 

・オペレータ作業は 2,145 時間程度 

水稲+大豆 

+野菜 

（アスパラガス） 

〈作付面積等〉 

 水稲       ２４ｈａ 

 大豆       １３ｈａ 

 アスパラガス    ３ｈａ 

〈資本装備〉 

トラクター，乗用田植機，自脱型コン

バイン，大豆コンバイン，水稲育苗施

設，乗用管理機，動力噴霧機，低温貯

蔵庫 

〈その他〉 

・アスパラガスはプラグ苗購入で露地

前期立茎栽培 

・大豆の乾燥調製は外部委託 

・オペレータ作業は 1,785 時間程度 
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水稲+大豆 

+野菜 

（かぼちゃ） 

〈作付面積等〉 

 水稲       ２４ｈａ 

 大豆        ６ｈａ 

 かぼちゃ     １０ｈａ 

〈資本装備〉 

トラクター，乗用田植機，自脱型コン

バイン，大豆コンバイン，水稲育苗施

設，乗用管理機，畝立て機 

〈その他〉 

・土地利用型作物の組合わせによる農

用地の有効活用 

・大豆の乾燥調製は外部委託 

・オペレータ作業は 1,969 時間程度 

水稲＋大豆 

＋果樹 

（ぶどう） 

〈作付面積等〉 

 水稲       ２４ｈａ 

 大豆       １２ｈａ 

 ぶどう（ピオーネ） ４ｈａ 

〈資本装備〉 

トラクター，乗用田植機，自脱型コン

バイン，大豆コンバイン，水稲育苗施

設，乗用管理機，防風網，かん水施設，

スピードスプレイヤー，トレンチャー

〈その他〉 

・ピオーネ簡易被覆栽培 

・大豆の乾燥調製は外部委託 

・オペレータ作業は 15,565 時間程度 

水稲+和牛繁殖 

（１０頭） 

〈作付面積等〉 

 水稲       ２４ｈａ 

 飼料イネ栽培   １１ｈａ 

 放牧地       ５ｈａ 

 繁殖雌牛     １０頭 

〈資本装備〉 

トラクター，乗用田植機，自脱型コン

バイン，水稲育苗施設，乗用管理機，

動力噴霧機，牛舎，堆肥舎，放牧施設

（電気牧柵），フロントローダー 

〈その他〉 

・飼料イネの播種，除草剤散布，防除

はリース機械利用 

・飼料イネの収穫は他の組織に依頼 

・オペレータ作業は 2,582 時間程度 

 

イ 中北部地帯 

(ｱ) 個別経営体・法人経営体（集落法人を除く） 

経営類型 経営規模 生産方式 

水稲＋大豆 〈作付面積等〉 

 水稲        ６ｈａ 

 大豆        ４ｈａ 

 作業受託     １９ｈａ 

（耕起１５ｈａ，刈取４ｈａ） 

〈資本装備〉 

トラクター，田植機，コンバイン，育

苗器，動力噴霧機，トラック，播種機，

ビーンハーベスタ 

〈その他〉 

・機械の効率的利用が可能な水稲品種

の構成を選択 

水稲＋野菜 

（トマト） 

 

 水稲        ２ｈａ 

 トマト     ０．５ｈａ 

〈資本装備〉 

ハウス，かん水施設，動力噴霧機，ト

ラクター，トップカー，カッター，ポ

ンプ 

〈その他〉 

・田植機は共同利用 

・トマトは雨よけハウス 
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水稲＋野菜 

（だいこん） 

〈作付面積等〉 

 水稲        ２ｈａ 

 だいこん      ２ｈａ 

〈資本装備〉 

水槽，動力噴霧機，大根洗い機，トラ

クター，田植機，コンバイン，トップ

カー，うね立て整形マルチャー 

〈その他〉 

・ 対抗植物の導入による環境保全型栽

培と土づくり 

水稲＋花き 

（きく） 

〈作付面積等〉 

 水稲      １．２ｈａ 

 きく      ０．７ｈａ 

〈資本装備〉 

予冷庫，育苗用ハウス，トラクター，

トップカー，田植機，コンバイン，き

く結束機，きく選別機，動力噴霧機 

野菜専作 

（ほうれんそう） 

〈作付面積等〉 

 ほうれんそう  ０．６ｈａ 

〈資本装備〉 

ハウス，トラクター，予冷庫，動力噴

霧機，土壌消毒機，播種機 

〈その他〉 

・ハウスの排水対策の徹底 

・土づくり（土壌診断にもとづいた施

肥，完熟堆肥の施用） 

野菜専作 

（アスパラガス） 

〈作付面積等〉 

 アスパラガス  １．０ｈａ 

 （収穫面積  ０．８ｈａ） 

〈資本装備〉 

潅水施設，動力噴霧機，管理機，ロボ

ット防除機 

〈その他〉 

・土づくりによる生産安定 

・プラグ苗を購入，収穫は２年目以降

野菜専作 

（葉ねぎ・水耕） 

〈作付面積等〉 

 葉ねぎ     ０．４ｈａ 

〈資本装備〉 

予冷施設，水耕栽培用ハウス，暖房機

（温風式），皮むき機，結束機，トラッ

ク 

〈その他〉 

・オアシス培地育苗による栽培期間の

短縮 

野菜専作 

（いちご） 

 

〈作付面積等〉 

 いちご    ０．２５ｈａ 

 いちご苗   ０．１０ｈａ 

〈資本装備〉 

ハウス，育苗用ハウス，トラクター，

暖房機(温風式)，動力噴霧機，かん水

施設 

〈その他〉 

・育苗中の病虫害対策の徹底 

花き専作 

（りんどう） 

〈作付面積等〉 

 りんどう    １．０ｈａ 

〈資本装備〉 

動力噴霧機，かん水ポンプ，トラクタ

ー，選花機，結束機，予冷庫 

〈その他〉 

・露地，マルチ栽培 

・完熟堆肥の大量施用による土づくり

花き専作 

（花壇苗） 

〈作付面積〉 

 花壇苗      ２０万鉢 

 （パンジー１３万鉢， 

      その他７万鉢） 

〈資本装備〉 

ハウス，ベンチ，トラック，バックホ

ー，電熱線施設，底面給水施設，冷蔵

庫，加温機 
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花き専作 

（バラ） 

〈作付面積等〉 

 バラ      ０．３ｈａ 

〈資本装備〉 

ハウス，ロックウール栽培施設，暖房

機，冷蔵庫，換気扇，選花機，トラッ

ク，トラクター 

〈その他〉 

・ロックウール周年栽培，５年で更新

花き専作 

（トルコギキョウ）

〈作付面積等〉 

 トルコギキョウ０．３６ｈａ 

 ストック   ０．２４ｈａ 

〈資本装備〉 

ハウス，動力噴霧機，ミストかん水施

設，暖房機（温風），冷蔵庫，トラック，

冷房育苗施設 

〈その他〉 

・電熱温床育苗と種子冷蔵及びハウス

５棟による周年出荷 

果樹専作 

（なし） 

〈作付面積等〉 

 ゴールド二十世紀１．０ｈａ 

 幸水      ０．５ｈａ 

〈資本装備〉 

果樹棚，スピードスプレイヤー，トラ

クター，ロータリーカッター，ブロー

ドキャスタ 

〈その他〉 

・大苗育苗方式 

果樹専作 

（りんご） 

〈作付面積等〉 

 ふじ      ０．６ｈａ 

 つがる     ０．４ｈａ 

 千秋      ０．４ｈａ 

 王林      ０．４ｈａ 

 ﾆｭｰｼﾞｮﾅｺﾞｰﾙﾄﾞ  ０．４ｈａ 

〈資本装備〉 

多目的ネット，スピードスプレイヤー，

トラクター，ロータリーカッター，ブ

ロードキャスタ 

〈その他〉 

・わい性台木使用 

・観光りんご園 

果樹専作 

（なし） 

〈作付面積等〉 

 幸水       １３ｈａ 

 豊水        ５ｈａ 

 愛甘水       ２ｈａ 

 

〈資本装備〉 

果樹棚，防霜施設，多目的ネット，ス

ピードスプレイヤー，トラクター，シ

ョベルローダー，かん水施設，ミニバ

ックホー 

〈その他〉 

・無袋栽培，計画密植， 

果樹専作 

（ぶどう） 

〈作付面積等〉 

 ピオーネ(ハウス)０．２ｈａ 

    (トンネル)０．６ｈａ 

〈資本装備〉 

果樹棚，ハウス，暖房機（温風），トン

ネルメッシュ，かん水施設，防風網，

スピードスプレイヤー，トラクター，

バックホー 

〈その他〉 

・ピオーネのハウス，トンネル栽培 

畜産専作 

（酪農） 

〈飼養頭数〉 

 経産牛       ３０頭 

 育成牛        ７頭 

 子牛         ７頭 

〈資本装備〉 

成牛舎，育成舎，堆肥舎，バルククー

ラー 

〈その他〉 

・基幹的労働２人 
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畜産専作 

（和牛繁殖） 

〈飼養頭数〉 

 繁殖雌牛      ３０頭 

 育成牛        ４頭 

 子牛        ２９頭 

〈資本装備〉 

牛舎，堆肥舎，トラクター，放牧施設

（電気牧柵），フロントローダー 

〈その他〉 

・飼料イネは全量外部依存 

畜産専作 

（養豚） 

〈飼養頭数〉 

 種雌豚       ５０頭 

 種雄豚        ４頭 

 種豚候補豚     １５頭 

 肥育豚      ９９０頭 

〈資本装備〉 

・豚舎，運動場，糞尿処理施設，スキ

ッドステアローダー，除糞機，飼料ホ

ッパー，豚衡器，自動給餌機 

〈その他〉 

・繁殖肥育一貫経営 

 

(ｲ) 集落法人 

経営類型 経営規模 生産方式 

水稲＋大豆 〈作付面積等〉 

 水稲       ４８ｈａ 

 大豆       ３２ｈａ 

 

〈資本装備〉 

トラクター，乗用田植機，自脱型コン

バイン，大豆コンバイン，水稲育苗施

設，乗用管理機 

〈その他〉 

・水稲，大豆の乾燥調製は外部委託 

・無人ヘリを利用した防除を外部委託

・オペレータ作業は 2,594 時間程度 

水稲＋大豆＋

野菜 

（キャベツ） 

〈作付面積等〉 

 水稲       ２４ｈａ 

 大豆        ６ｈａ 

 キャベツ     １０ｈａ 

〈資本装備〉 

トラクター，乗用田植機，自脱型コン

バイン，大豆コンバイン，水稲育苗施

設，乗用管理機，移植機，畝立て機 

（その他） 

・キャベツはセル苗を直接定植 

・大豆の乾燥調製は外部委託 

・オペレータ作業は 2,206 時間程度 

水稲＋大豆＋

野菜 

（キャベツ， 

広島菜） 

〈作付面積等〉 

 水稲       ２４ｈａ 

 大豆        ８ｈａ 

 キャベツ      ５ｈａ 

 広島菜       ３ｈａ 

〈資本装備〉 

トラクター，乗用田植機，自脱型コン

バイン，大豆コンバイン，水稲育苗施

設，乗用管理機，移植機，畝立て機 

（その他） 

・キャベツはセル苗を直接定植 

・大豆の乾燥調製は外部委託 

・オペレータ作業は 2,145 時間程度 

水稲＋大豆＋

野菜 

（アスパラガス） 

〈作付面積等〉 

 水稲       ２４ｈａ 

 大豆       １３ｈａ 

 アスパラガス    ３ｈａ 

〈資本装備〉 

トラクター，乗用田植機，自脱型コン

バイン，大豆コンバイン，水稲育苗施

設，乗用管理機，動力噴霧機，低温貯

蔵庫 

（その他） 

・アスパラガスはプラグ苗購入で露地

全期立茎栽培 

・大豆の乾燥調製は外部委託 

・オペレータ作業は 1,785 時間程度 
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水稲＋大豆＋

野菜 

（かぼちゃ） 

〈作付面積等〉 

 水稲       ２４ｈａ 

 大豆        ６ｈａ 

 かぼちゃ     １０ｈａ 

〈資本装備〉 

トラクター，乗用田植機，自脱型コン

バイン，大豆コンバイン，水稲育苗施

設，乗用管理機，畝立て機 

（その他） 

・土地利用型作物の組合わせによる農

用地の有効活用 

・大豆の乾燥調製は外部委託 

・オペレータ作業は 1,969 時間程度 

水稲＋大豆＋

野菜 

（だいこん） 

〈作付面積等〉 

 水稲       ２４ｈａ 

 大豆       １１ｈａ 

 だいこん      ５ｈａ 

〈資本装備〉 

トラクター，乗用田植機，自脱型コン

バイン，大豆コンバイン，水稲育苗施

設，乗用管理機，水槽，畝立て整形マ

ルチャー 

（その他） 

・対抗植物による環境保全型栽培 

・大豆の乾燥調製は外部委託 

・オペレータ作業は 2,114 時間程度 

水稲＋大豆＋

果樹 

（ぶどう） 

〈作付面積等〉 

 水稲       ２４ｈａ 

 大豆       １２ｈａ 

 ぶどう（ピオーネ） ４ｈａ 

〈資本装備〉 

トラクター，乗用田植機，自脱型コン

バイン，大豆コンバイン，水稲育苗施

設，乗用管理機，防風網，かん水施設，

スピードスプレイヤー，トレンチャー

〈その他〉 

・ピオーネ簡易被覆栽培， 

・大豆の乾燥調製は外部委託 

・オペレータ作業は 15,565 時間程度 

水稲+和牛繁殖 

（１０頭） 

〈作付面積等〉 

 水稲       ２４ｈａ 

 飼料イネ栽培   １１ｈａ 

 放牧地       ５ｈａ 

 繁殖雌牛     １０頭 

〈資本装備〉 

トラクター，乗用田植機，自脱型コン

バイン，水稲育苗施設，乗用管理機，

動力噴霧機，牛舎，堆肥舎，放牧施設

（電気牧柵），フロントローダー 

〈その他〉 

・飼料イネの播種，除草剤散布，防除

はリース機械利用 

・飼料イネの収穫は他の組織に依頼 

・オペレータ作業は 2,582 時間程度 

水稲+和牛繁殖 

（５０頭） 

〈作付面積等〉 

 水稲       ２４ｈａ 

 飼料作物      ７ｈａ 

 放牧地       ９ｈａ 

 繁殖雌牛     ５０頭 

〈資本装備〉 

トラクター，乗用田植機，自脱型コン

バイン，水稲育苗施設，乗用管理機，

動力噴霧機，牛舎，堆肥舎，放牧施設

（電気牧柵），フロントローダー 

〈その他〉 

・飼料作物については冬期間の飼料を

栽培 
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第６ 農業の近代化のための施設の整備に関する事項 

 

 

１ 農業地帯別・作物別の構想 

 

本県の農業経営は，中山間地域等の土地条件の不利性に加え，農業機械及

び施設の投資水準が高く，米をはじめ農産物の生産費が全国に比べて割高と

なる大きな要因になっている。 

 

 

こうした情勢に対処するため，「広島県農業生産資材費低減のための行動

計画（平成８年８月策定）」を平成１８年３月に改訂し，担い手に対する資材

費低減の取組強化を推進するため地域流通の関係者と連携するとともに，高

性能農業機械導入計画に即した農業機械の適正な導入と共同利用施設の計画

稼動の実施等，農業機械及び施設の効率的利用を図り生産費の低減を図る。 

また，生産，流通及び加工施設については，近年の技術革新に対応すると

ともに，多様な流通形態及び消費者のニーズに対応した活用促進を図る。 

 

さらに，副産物の有効利用を図るための施設整備並びに廃棄ビニール，農

薬空容器など農業廃棄物の適正な回収処理の推進及び家畜排せつ物を適正に

処理するための施設整備等を環境保全に配慮して進める。 

これら施設の配置に当たっては，施設の配置協定，交換分合などを活用し

て優良農用地の保全に留意するとともに，省資源，省エネルギーの観点から

間伐材又は水力の利用など地域資源を積極的に活用し，地域の特性を活かし

た農業用施設の整備を図る。 

以上の基本的な方向に基づき，各農業地帯別にその整備の基本的な方針は

次のとおりである。 

 

(1) 農業地帯別の農業近代化施設整備の方向 

 

ア 南部地帯 

 

本地帯の農業生産は，広島都市圏及び備後都市圏といった県内の大消

費地に近接し，都市の農畜産物の需要を満たすとともに，その消費の動

向を敏感に感ずることのできる有利な位置にあるため，需要の大きい施

設型を中心とした野菜，果樹，花き，畜産等を中心とした資本集約的農
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業を中心に推進し，稲作等土地利用型作物については，生産の合理化を

積極的に推進する必要がある。 

そこで，本地帯における重点作目は，米，麦，大豆，野菜，果樹，花

き，い草，乳用牛，肉用牛，豚及び鶏とし，今後における生産技術及び

生産体制のあり方並びに農業近代化施設の整備は，次の方針による。 

 

(ｱ) 米 

米は，生産コストの削減及び生産性の向上，高品質米の安定供給を目

標に，麦・大豆等を組合せた水田営農の確立及び売れる米づくりを推進

するため，低コスト栽培等新技術の導入・普及並びに共同利用施設の整

備及び利用を促進する。 

 

(ｲ) 麦 

麦は，水田の高度利用を中心とした生産振興を図り，実需者ニーズに

即した良質麦の安定供給及び収益性の向上を目標に，２年３作等の輪作

体系への移行及び地場での加工・販売の取組を積極的に推進するため，

効率的な生産体制，品質管理システムの構築，栽培技術の向上，排水対

策の徹底，共同乾燥調製施設の活用等を促進する。 

 

(ｳ) 大豆 

大豆は，重点振興地域を中心に，水田営農の本作物として生産振興を

行い，実需者ニーズに対応した品種導入及び水田経営所得安定対策の対

象となりうる高品質な大豆生産と一方で地場での加工・販売を行う大豆

生産など「売れる大豆づくり」を推進するため，排水対策の徹底及び品

質・単位収量の向上に向け生産体系の団地化・組織化・機械化を促進す

る。 

 

(ｴ) 野菜 

野菜は，水田を利用した高収益作物として，担い手を中心とした産地

の育成・強化を図るため，温室，ハウス施設，共同利用施設等の基幹的

施設の整備を推進する。 

なお，沿岸・島しょ部を中心に温暖な気候条件を活かし，施設の導入

等により，冬春野菜の供給基地として一層の推進を行なうとともに，担

い手を中心とした産地構造への転換を図る。また，広域的な共同選果場

等の出荷体制の整備により生産者の負担軽減を図り，新規参入及び経営

規模の拡大を推進する。 
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一方，都市近郊地域では，大消費地に近いという有利性を活かし，軟

弱野菜を主体とした多品目周年栽培により高収益をあげる経営を推進す

る。 

また，省力技術の導入及び機械化による作業改善と規模拡大を図ると

ともに，総合的病害虫管理及び効率的な土壌管理により，持続的な野菜

生産を推進する。 

 

(ｵ) 果樹 

果樹は，もも・かき等の既存産地の維持とぶどう・いちじく等の産地

拡大を図り，消費者ニーズに即した高品質果実の安定生産・安定供給を

推進する。 

また，ハウス等による施設化及び品種の組合せによる出荷期間の拡大

並びに低温流通に対応した出荷施設及び体制の整備を行う。 

かんきつは沿岸・島しょ部の傾斜地を有効利用できる作物であり，地

域農業の基幹作物として生産出荷体制が確立している。今後，担い手へ

の農用地集積を推進するとともに，園内作業道の設置並びに園地改良，

広域的な水資源の確保，防除及びかん水施設等の生産基盤による省力栽

培体系の導入を図る。 

また，消費者ニーズに応える高品質果実生産のための優良品種への転

換及び系統更新を図る一方，高性能選果機の有効活用による高品質果実

の安定出荷及び流通合理化を推進する。 

 

(ｶ) 花き 

花きは，きくでは，ハウス等の施設導入及び産地間の広域連携による

出荷期間の拡大及び共同選花販売による生産出荷体制の合理化を進め，

担い手の育成及び経営規模の拡大を推進する。 

一方，都市近郊地域では個別経営体による施設型の切り花，鉢ものな

ど少量多品目の生産が行われており，今後は，生産から販売までの一貫

した流通体制の整備を図るとともに，担い手を育成し，共同利用機械施

設等の導入により大規模で効率的な園芸施設の整備を推進する。 

 

(ｷ) い草 

い草は，本地帯の特産物としての生産の合理化を図る。 

い草の生産は，収穫期の労働力が障害となって経営規模の拡大が行え

ないため，共同育苗及び移植・刈取等の基幹作業の機械化による労働時

間の短縮及び省力化により作付面積の維持を図る。 
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また，品質管理のための施設を整備するとともに，品質の向上と安定

的な取引を確保し，需要の拡大に努め「備後表」のブランドの維持を目

指す。 

 

(ｸ) 乳用牛 

酪農は，大きな消費地を抱える恵まれた生産条件を活用し，飲用牛乳

の消費の定着と拡大を図りながら県内生乳の確保を行う。 

酪農及び肉用牛生産近代化計画に基づいた振興施策の展開を図り，新

たな投資を伴う飼養規模の拡大を図るだけでなく，地域の生産環境及び

経営の実情に即し，現状規模で飼養管理技術などの向上による経営の効

率化を推進する。 

また，経営規模を拡大する場合は，過剰な投資とならないよう経営計

画に十分配慮しながら，飼育施設はフリーバーン及びフリーストール方

式，搾乳施設はミルキングパーラー方式，飼料給与はＴＭＲ（混合飼料）

給与方式等の導入を推進するとともに，家畜排せつ物処理施設の整備，

耕種部門等地域との連携強化等環境保全対策を推進し，環境にやさしい

酪農経営の展開を推進する。 

 

(ｹ) 肉用牛 

肉用牛繁殖経営においては，集落法人の経営高度化のために繁殖部門

の導入を推進するともに，専業的な経営の飼養規模拡大に加え，既存資

本及び生産者団体による大規模繁殖団地の新設を推進する。 

また，繁殖経営の労働力軽減及び作業の効率化・合理化のため，キャ

トルステーション等のほ育育成施設の整備を推進するとともに，放牧の

積極的な推進，地域の飼料供給センターの整備による共同化及び肉用牛

ヘルパー事業への取り組みを進める。 

肥育経営については，飼料給与方式の改善による肉質の向上及び肥育

期間の短縮等による生産コスト低減を図るとともに，品質・規格の斉一

化を高めるための出荷ロットの拡大及び定量・定質な安定生産を推進す

る。 

 

(ｺ) 豚，鶏 

中小家畜については，需要に即した計画的な生産を進めるとともに，

家畜排せつ物処理施設の整備，耕種部門との連携強化等により環境保全

対策及び資源循環型農業を推進し，環境にやさしい，競争力のある経営

体の育成を図る。 
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また，家畜の健康管理と畜産物の安全管理に取り組み，消費者に安全

で安心な畜産物を供給する体制を整備する。 

 

イ 中北部地帯 

 

本地帯の農業生産は，土地資源と結びつく部門の規模拡大を基本とし，

米，果樹のほか，需要の増大が見込まれる麦，大豆，野菜，花き及び大

家畜を基幹作目として主産地形成の促進を図る。 

特に，米作については今後の消費の動向に即して生産の合理化及び良

質米主産地の育成を促進する。 

以上の観点から本地帯の重点作目は，米，麦，大豆，野菜，果樹，花

き，こんにゃく，乳用牛，肉用牛，鶏，豚及び飼料作物とし，今後にお

ける生産のあり方及び農業近代化施設の整備の方針は，次のとおりとす

る。 

 

(ｱ) 米 

米は，生産コストの削減，生産性の向上及び高品質米の安定供給を目

標に，麦・大豆等を組合せた水田営農の確立及び売れる米づくりを推進

するため，低コスト栽培等新技術の導入・普及並びに共同利用施設の整

備及び利用を促進する。 

 

(ｲ) 麦 

麦は，水田の高度利用を中心とした生産振興を図り，実需者ニーズに

即した良質麦の安定供給及び収益性の向上を目標に，２年３作等の輪作

体系への移行及び地場での加工・販売の取組を積極的に推進するため，

効率的な生産体制，品質管理システムの構築，栽培技術の向上，排水対

策の徹底，共同乾燥調製施設の活用等を促進する 

 

(ｳ) 大豆 

大豆は，重点振興地域を中心に，水田営農の本作物として生産振興を

行い，実需者ニーズに対応した品種導入及び水田経営所得安定対策の対

象となりうる高品質な大豆生産と一方で地場での加工・販売を行う大豆

生産など「売れる大豆づくり」を推進するため，排水対策の徹底及び品

質・単位収量の向上に向け生産体系の団地化・組織化を促進する。 

 

(ｴ) 野菜 
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野菜は，水田を利用した高収益作物として，冷涼な気象条件を活かし，

土地利用型品目を中心に夏秋野菜の供給基地として一層の推進するとと

もに施設を導入し，担い手を中心とした産地の育成・強化を図る。 

また，産地間連合による広域的な集出荷システムの導入による安定供

給体制の整備及び共同選果場等の出荷体制の整備により生産者の負担軽

減を図り，新規参入及び経営規模の拡大を推進する。 

このため，播種から収穫調製に至る機械化一貫体系及び省力栽培技術

の導入並びに農用地の団地化，既存及び新規産地の育成，経営規模の拡

大を図る一方，施設化を推進し，総合的病害虫管理及び水田の畑地化等

の土壌改良による持続的野菜生産を推進する。 

なお，出荷の近代化を促進するため，集出荷施設及び選果施設の整備

並びに規格の統一，出荷規模の大型化，計画出荷等流通の近代化を推進

する。 

 

(ｵ) 果樹 

果樹は，冷涼な気候を活かし，水田への果樹導入を推進し，担い手に

よる新たな果樹産地の育成を推進する。 

担い手の経営安定及び消費者への安定供給を図るためには，樹園地の

集積，園地改良及び広域的な水資源の確保等の生産基盤整備を推進する

とともに，産地間連携による共同販売体制及び安定供給体制の確立を図

る。 

一般法人によるぶどう，なし等の大規模産地では，生産，流通コスト

低減などの経営の合理化を推進するとともに，産地ブランドの維持を図

る。 

一方で，小規模産地を形成するりんご，かき，なし等では，地域の気

象条件及び立地条件を活かした特色ある経営が行われており，生産基盤

整備及び共同販売体制の強化を図る。 

また，担い手による産地の拡大を図るとともに，加工品の開発等によ

り，ふるさと産品としての販路の拡大を進める。 

 

(ｶ) 花き 

花きは，水田を利用した高収益作物として，気温較差を活用した夏季

の高品質花き生産を進める。 

共同選花販売による集出荷体制の合理化を進めるとともに，交通基盤

の整備による市場への輸送時間の短縮から広域産地連携出荷による販路

拡大を進める。 
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また，生産出荷の近代化を促進するため，ハウス等の施設導入及び集

出荷施設等の共同利用機械施設の整備を行い，担い手の経営規模の拡大

を図る。 

 

(ｷ) こんにゃく 

こんにゃくは，本地帯の特産物として稲作との複合経営により生産さ

れているが，生産の近代化と品質の向上を図る必要がある。 

このため，集団産地の育成を目途に農業生産基盤の整備を行い，管理

作業の機械化，共同防除施設，原種ほの設置及び種いも貯蔵施設の整備

を促進するとともに，優良種いもの利用，生いもを活用した地場での加

工販売等の用途拡大を推進する。 

 

(ｸ) 乳用牛 

酪農は，大きな消費地を抱える恵まれた生産条件を活用し，飲用牛乳

の消費の定着と拡大を図りながら県内生乳の確保を行う。このため，酪

農及び肉用牛生産近代化計画に基づいた振興施策の展開を図ることとし，

新たな投資を伴う飼養規模の拡大を図るのみでなく，地域の生産環境及

び経営の実情に即し，現状規模で飼養管理技術などの向上による経営の

効率化を図る。 

また，経営規模を拡大する場合は，過剰な投資とならないよう経営計

画に十分配慮しながら，飼育施設はフリーバーン及びフリーストール方

式，搾乳施設はミルキングパーラー方式，飼料給与はＴＭＲ（混合飼料）

給与方式等の導入を推進するとともに，家畜排せつ物処理施設の整備，

耕種部門等地域との連携強化等環境保全対策を推進し，環境にやさしい

酪農経営の展開を図る。 

 

(ｹ) 肉用牛 

肉用牛繁殖経営においては，集落法人の経営高度化のために繁殖部門

の導入を推進するとともに，専業的な経営の飼養規模拡大に加え，既存

資本及び生産者団体による大規模繁殖団地の新設を推進する。 

また，繁殖経営の労働力軽減，作業の効率化・合理化のため，キャト

ルステーション等のほ育育成施設の整備を推進するとともに，放牧の積

極的な推進，地域の飼料供給センターの整備による共同化，肉用牛ヘル

パー事業への取り組みを進める。 

肥育経営については，飼料給与方式の改善による肉質の向上と肥育期

間の短縮等による生産コスト低減を図るとともに，品質・規格の斉一化
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を高めるための出荷ロットの拡大及び定量・定質な安定生産を推進する。 

 

(ｺ) 豚，鶏 

中小家畜については，需要に即した計画的な生産を進めるとともに，

家畜排せつ物処理施設の整備，耕種部門との連携強化等により環境保全

対策及び資源循環型農業を推進し，環境にやさしい，競争力のある経営

体の育成を図る。 

また，家畜の健康管理と畜産物の安全管理に取り組み，消費者に安全

で安心な畜産物を供給する体制を整備する。 

 

(ｻ) 飼料作物 

飼料作物については，生産コストの低減，経営の安定化及びたい肥の

草地等への適切な還元による畜産環境問題への対応を図るため，自給飼

料の作付け拡大を推進する。 

このため，農用地の集積による作付規模拡大及び飼料作物優良品種の

活用による単位収量の増大により生産コストの低減及び品質の向上を図

る。 

また，作付規模の拡大，高齢化等に伴う労働力不足等に対応するため，

集落法人による飼料作物生産，農用地利用の集団化，飼料生産の共同作

業及びコントラクター（飼料生産受託組織）の育成等による効率的な生

産体制の構築を推進するとともに，水田における飼料作物の作付及び水

田放牧等の耕畜連携を推進し，飼料生産の効率化・省力化を図る。 

 

２ 広域整備計画の構想 

 

広域的な農業近代化施設の整備については，その受益の範囲等からみて，

広域的な見地から整備を図ることがより効果的なものは地域の実態とともに

社会経済的条件の変化に即応して積極的に推進する。 

広域施設の整備については，技術革新に対応した高能率の施設整備を図る

とともに，流通形態の多様化及び消費者のニーズにも即した広域加工処理施

設及び資源循環型農業推進のための家畜排せつ物処理施設を整備する。 

 

(1) 野菜集出荷施設 

  

野菜の集出荷体制は，野菜の需要の動向に即して出荷規模の拡大を促進

し，流通の合理化を図るため，集出荷規模，野菜の特性，地域の実情等に
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即して集出荷場を設置し，選果機，自動梱包機，低温貯蔵施設等の整備を

図り，あわせて共同販売体制の確立等流通機構の合理化を推進する。 

 

(2) 果樹広域選果場 

 

かんきつ類においては，地理的条件に基づいた地域で，光センサー選果

機等高性能選果機を導入した大規模選果施設の整備が行われ，ほ場単位の

生産情報の活用により，情報の高度化と物流の迅速化に対応した生産販売

体制が整備されている。 

今後は，市場の大型化，流通形態の変化及び消費者ニーズの多様化に対

応するとともに，架橋など整備された交通網を活用し，更に効率的な集出

荷体制を再構築する。 

 

(3) 家畜取引市場 

 

地域家畜市場は，平成４年度に三次家畜市場に再編整備され，農協組織

による集荷・販売体制が確立している。 

今後は，中国地方における中核的な市場として位置付けられるよう，県

外からの集荷体制の確立及び市場高度化施設の整備を進め，市場機能の高

度化を推進する。 

 

(4) 食肉処理施設 

 

食肉処理加工施設は，県西部（広島市中央卸売市場食肉市場），北部（全

国農業協同組合連合会広島県本部三次食肉加工センター），東部（福山市食

肉センター）の３ヶ所に整理統合され，生産と消費地域を結ぶ食肉流通の

拠点として重要な機能を果たしている。 

ＢＳＥ等の発生により，食品の安全性に対する消費者の不安に対応する

ために，生産から流通段階における安全性の確保が重要な課題であり，生

産履歴および流通履歴表示に対応した施設整備を進める。 

一方，輸入食肉との価格競争に対抗する上で，食肉流通コストの削減が

必要であるため，部分肉流通センターの有効活用を進め，より効率的な流

通体制の整備を図る。 

 

(5) 家畜排せつ物処理施設 
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家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律（平成 11 年法

律第 112 号）の制定に伴い策定した広島県家畜排せつ物利用促進計画に基

づき，計画的な家畜排せつ物処理施設の整備を図る。 
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第７ 農業を担うべき者の育成及び確保のための施設の整備に関す 

  る事項 

 

 

１ 農業を担うべき者の育成及び確保のための施設の整備の方向 

 

小規模零細な経営から脱却し，力強い農業構造の確立を図るため，将来に

わたり永続的な農業生産活動が可能となる集落法人を経営体の基本として育

成し，併せて，稲作中心から，付加価値の高い園芸などへの経営転換（経営

の高度化）を進めており，また，経営ノウハウ，資本力等を持つ農業外企業

の参入を推進している。 

こうした中，今後，高度な技術及び新たな発想を持って経営の高度化に取

組もうとしている集落法人及び農業外企業にとって，意欲ある新規就農者の

確保が課題となっている。 

一方，新規就農を希望する者にとって，研修中の生活費，農用地の確保，

施設・機械の購入など研修から就農に至るまで様々な支出を必要とするが，

これらの支出に伴う資金繰りが経営の安定化に向けての課題となっている。 

こうした課題を解消していくため，県農業の核となる経営体（集落法人，

農業外企業等）が中心となって，地域を挙げて新規就農者を育成する仕組み

づくりを推進する。 

新規就農者等の育成及び確保に当たっては，農業技術指導所，農業技術大

学校，広島県農業会議，広島県農業協同組合中央会，農業協同組合，融資機

関等関係機関と連携を図る。 

 

２ 農業を担うべき者の育成及び確保のための施設の整備 

 

(1) 研修施設 

 

ア 広島県立農業技術大学校 

これからの新しい農業・農村を創造するため，先端技術を取り入れた

実践教育を中心とした教育・研修を地域と連携して行い，農業の中核と

なる人材を育成する。 

 

イ 広島県立総合技術研究所 農業技術センター 

開かれた試験研究機関として，農業に関する試験研究及びその成果の

普及指導等を行う。 
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ウ 広島県立総合技術研究所 畜産技術センター 

開かれた試験研究機関として，畜産に関する試験研究及びその成果の

普及指導等を行う。 

 

 (2) 生活環境の整備 

 

農業を担うべき者の定住を図るため，離島振興法（昭和 28 年法律第 72

号），山村振興法（昭和 40 年法律第 64 号），過疎地域自立促進特別措置法

（平成 12 年法律第 15 号）等と調和を図り，生活環境の整備を進める。 

 

３ 農業を担うべき者の育成及び確保のための活動 

 

(1) 円滑な就農等に必要な資金手当 

 

円滑な就農への誘導及び就農後の経営安定を図るため，認定就農者にお

いては農業近代化資金等の活用により，農業経営を開始する際の機械及び

施設等の導入に必要な資金について支援する。 

 

(2) 集落法人への就農システムの構築 

 

市町等地域が中心となって意欲ある人材を集落法人に受入れ，育ててい

く仕組みづくりを支援するとともに，新たな人材が野菜，果樹，畜産など

の技術を習得するために必要な施設・機械の整備を支援する。 

  

(3) 就農及び経営向上のため必要な各種の情報提供 

 

 集落法人等への多様な就農形態に対応するため，県において，就農関連

情報の提供及び個別の就農相談を行う。 

 

(4) 食農教育の推進 

 

農業・農村に対する理解の促進を図るため，学校等で取組まれている農

業体験学習及び学校給食等における地域食材の活用を促進する。 
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第８ 第５に掲げる事項と相まって推進する農業従事者の安定的な 

  就業の促進に関する事項 

 

 

１ 農業従事者の安定的な就業の促進の目標 

 

本県の農村地域（農業振興地域を有する市町）は，小規模零細な農業構造

の上，国際化及び産地間競争の激化による農業生産の減退により，農家所得

に占める農業所得の割合は減少している。 

このため，若年層を中心とした人口流出が依然として続いており，人口構

成の高齢化の進展など地域振興上重大な問題を抱えている。 

このような情勢の下で，農村地域が，食料の安定供給，自然環境の保全及

び健全で活力ある地域社会の維持形成などの役割を果たす地域として発展す

るためには，将来を担う若年層を始めとした地域住民が安住しうる環境条件

を作り出すことが必要である。 

このため，産業として自立できる農業経営の実現を早急に進め，農産物の

高付加価値化等による農業の振興を図るとともに，農林水産業・商業・工業

が連携した取組により地域の活性化を図り，不安定な就業形態にある兼業農

家の安定した就業機会の確保に努める。 

 

２ 農村地域における就業機会の確保のための構想 

 

(1) 地域資源を活かした農業の高付加価値化の推進 

 

山村振興等農林漁業特別対策事業等により整備された地域農畜産物加工

施設，販売施設等の効果的な活用及び多彩な自然環境・地域資源を活かし

た都市住民等への販売促進により，地元における安定的な就業機会の確保

を図る。 

 

(2) 農村地域工業等導入促進法等に基づく企業立地の推進 

 

農村地域への工業等の導入に当たっては，優良な農用地の確保に留意し

つつ，立地条件及び輸送条件，市場との関連を考慮して地区を設定し，農

村地域工業等導入促進法（昭和４６年法律第１１２号），工業再配置促進法

（昭和４７年法律第７３号），新事業創出促進法（平成１０年法律第

１５２号）等に基づく施策との連携を図る。 
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なお，農村地域への工業等の導入に伴い増加する労働力に対しては，地

域農業の担い手の育成・確保に十分留意しつつ，導入される工業等の特質

に応じ，農業で自立しがたく他産業への就業を希望する農業従事者を重点

的に充て，これらの者の安定的な就業機会の確保を図る。 

 



40 

第９ 農業構造の改善を図ることを目的とする主として農業従事者 

  の良好な生活環境を確保するための施設の整備に関する事項 

 

 

１ 生活環境施設の整備の必要性 

 

本県の農村地域は，散在，散居が多くしかも周辺地域では過疎化が著しく，

土地条件の不利な地域等もあり，生活環境の整備が都市部に比べ立ち遅れて

いる。 

また，近年では農村の混住化及び農家の生活様式の都市化によって伝統的

な農村景観の喪失，地域社会のまとまりが希薄化しつつある。 

このような状況の中で，担い手が中心となった力強い農業構造の確立を促

進し，かつ維持するためには，農村地域における構造改善とあわせて農村地

域の良好な生活環境を確保するための施設の整備等を推進することが必要で

ある。 

 

２ 生活環境施設の整備の構想 

 

農村地域の多様で豊かな自然を活かし，定住者及び来訪者の双方が共感で

きる快適な生活空間を創出するため，計画時点から住民自らの参画を促し，

各地域の自然条件・立地条件を活かした地域づくりを地域の選択と責任によ

り推進する。 

生活環境施設の整備に当たっては，既存施設の有効利用を図るとともに，

類似施設との機能分担を明確にし，地域住民の連帯意識の醸成を助長し，計

画時点から住民自身の参画を積極的に促進するとともに，施設の維持，運営

に関する協定制度を活用して当該施設の適正な維持，運営を促進する。 

なお，生活環境施設の用地の選定に当たっては，自然環境の保全及び市町

整備計画との整合を図り，優良な農用地の保全に十分配慮を行う。 

また，生活環境整備については非農業者とも合意形成を図り，農村地域に

おける快適な生活空間の創出を図る。 


